学生ポスターセッション発表要領
1． 完成原稿は当日持参下さい
2． 要旨提出後に変更、辞退等がある場合は大会事務局にご連絡下さい．
3． 学生ポスターセッションとは以下のことといたします
(1) 応募者は学部学生、大学院生のみを対象とする．学生であれば非会員でも参加可能である。
(2) 報告会場において同時に複数の報告を実施する方法で、報告内容の要旨を紙媒体にて規定の板に掲示し、聞き手との質疑を交えながら報告者が短時間で報告を行う手法である．
(3) 報告者には報告を掲示するポスターボードと専用の展示スペースが与えられる．同時に複数の報告を行うので、聴き手があれば何回でも報告する。
(4) ポスターボードは事務局が会場に用意する。ポスターボードの大きさは高さ180㎝、幅90㎝で、この範囲に題目、報告者名、所属．報告内容を掲示する。
(5) 報告者は当日掲示物をポスターボードに画鋲、セロハンテープ等でとめる。画鋲等は報告者が用意する。ボードに直接文字や図を書くことはできない．
4． 掲示には文章、図、写真などを効果的に用い、文字は聴き手が1.5mくらい離れた所からでも読めるように大きさを工夫する．聴き手がボードに資料をめくる等触れなければ理解できない報告はさける．
5． 掲示要領は以下の通りです
(1) ポスター、当日配布したい要旨や資料、当日お使いになる資料や画鋲、セロハンテープ等の備品は必要に応じて報告者が準備して下さい
(2) 当日配布する要旨については、当日１部を大会実行委員会に提出して下さい．
(3) ポスター掲示は１２月4日午前１１時までにお願いします．前日に掲示されてもかまいません．
(4) １２月4日１２時から１３時までは「ポスターセッション　コアタイム」としています。この時間帯には報告者は必ずポスターのそばに待機し、口頭報告をするようにして下さい．
6． ポスター撤去は１５時３０分までに完了して下さい
7． ポスターセッションは大会の正規プログラムではありませんので学会発表実績にはなりません．
8． 掲載は合計２０点とさせていただきます．応募者多数の場合は選定させていただくことがあります．
